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令和8年2月18日(水)午前10時～

大宮区役所 研修室



1

本日の内容

１．歩行者専用化の実施内容について
・前回（令和7年8月）の振り返り

・歩行者専用化の実施範囲

・車止め設置のイメージ

・周知状況について

２．車止め看板（サインプレート）について

３．自転車の走行場所について

４．その他



１．歩行者専用化の実施内容について
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前回（令和7年8月）の振り返り

・車止めプレートの文言がわかりにくい。文字が多すぎる。
本日の会議で案を提示します。

・今後出す予告看板もわかりやすく掲出する必要がある。そうすれば、歩行者専用のア
ピールにもつながる。
実施済みです。

・自転車やキックボードなどの通行方法や安全確保の方法はどのように考えているのか。
本日の会議で意見交換を行います。



１．歩行者専用化の実施内容について

3
歩行者専用化済み

令和８年秋から歩行者専用化を実施
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地点１_車止めイメージ

地点２_車止めイメージ
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地点３_車止めイメージ

地点４_車止めイメージ
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地点５_車止めイメージ

地点６_車止めイメージ
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地点７_車止めイメージ
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地点８_車止めイメージ

地点９_車止めイメージ
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１．歩行者専用化の実施内容について

周知状況について

氷川参道に予告看板を設置

・大看板：４箇所
・小看板：７箇所

歩行者専用化のホームページの公開

9



10

車止めサインプレート

２．車止め看板（サインプレート）について

・車止めにつけるプレートはわかりやすく簡潔なものがよい。

・インバウンドなども来るということで、ピクトグラムをうまく工夫して作れないか。

・景観に合うもので、落ち着いた雰囲気を表現できればいいと思う。

・自転車向けの「徐行」という文言について、子どもが漢字を理解できるか。そのため、
わかりやすい表現をすることが必要。

・一の鳥居の部分の車止めは、景観上非常に大事なのでデザインの工夫も必要と考える。

前回の振り返り



２．車止め看板（サインプレート）について
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新設する車止めの（案）について
３枚タイプ

2枚タイプ（許可車両進入口）

（両面） （両面）（両面）

（裏面は、左右を入れ替えたもの）



２．車止め看板（サインプレート）について
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新設する車止めの（案）について

一の鳥居前（一の鳥居側）

一の鳥居前（旧中山道側）



３.自転車の走行場所について
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自転車対策について
【沿道居住者の主な意見】
・ 自転車と歩行者を分ける（区別する）方がいい。歩行者の安全を第一にしてほしい
・ 自転車が危険なので何かしら対策をするべきでは。

令和8年度 令和9年度
令和10年度～11
年度

歩行者専用化の
交通規制開始
(車止め設置)

・舗装しつらえ
の検討
・道路設計

工事の実施

歩行者専用化の交通規制は実施されるが、道路の現況は変わらない。
まず、工事の実施までの期間の自転車対策が必要です。

暫定期間



３.自転車の走行場所について
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現在、自転車で通行する際は、
車道の外側線（白い実線）の
内側を、進行方向に向かって
左側に走行するルールとな
ります。

また、令和8年秋から道路が
歩行者専用化になる区間でも、
外側線が残っている間は、現
在と同じルールです。

暫定期間の歩行者の安全確保
を前提にどのような対策が効
果的なものか、意見交換をお
願いします。

一の鳥居方面

大宮区役所方面



３．その他

令
和
８
年

歩行者専用化検討協議会

開始日の調整

歩行者専用化検討協議会

2月18日

5〜7月頃

7月頃

開始前
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■検討協議会の今後の進め方（案）

歩行者専用化検討協議会

車止めの設置等工事夏〜秋頃

本日の
検討協議会

歩行者専用化の開始秋

周知



３．その他

■今後のスケジュール（案）
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令和８年秋 令和９年度 令和10～11年度

歩行者専用化の
交通規制開始
（車止め設置）

・舗装しつらえの検討
・道路設計

工事の実施

規制開始の候補日（案）
理由候補日

ねんりんピック（11/7〜10）の開催に先立ち、
週初めの月曜日から開始予定。会場として参道
周辺が使用される予定。

令和８年１０月２６日（月）①

ねんりんピック（11/7~10）開催に先立ち、祝
日を避けた、週半ばの木曜日開始予定。

令和８年１１月 ５日（木）②








